
 

 報第１号 

 

 

教育に関する事務に係る予算（令和６年度１２月補正）に対する 

意見について 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、岐阜県知

事から、令和６年第５回岐阜県議会定例会に提出する教育に関する事務に係る

予算について意見を求められ、教育長に対する権限の委任等に関する規則第４

条第１項の規定により、令和６年１１月２６日及び同年１２月６日に別添のと

おり専決したので報告し、その承認を求める。 

 

 

令和６年１２月２５日提出 

 

 

岐阜県教育委員会  

教育長  堀 貴雄  
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＜地方教育行政の組織及び運営に関する法律＞ 

 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務

に係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経

るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきか

なければならない。 

 

 

＜教育長に対する権限の委任等に関する規則＞ 

 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）

第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会は、次に掲げる事項及び岐

阜県教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の

規定により知事の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させる事務

を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

 一から九まで   （略） 

十 法第二十七条及び法第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

 十一から二十まで  （略） 

 

 

第四条 教育長は、緊急の場合には、第一条第一項各号に規定する事務を

専決することができる。 

 

２ 教育長は、前項の規定により処理したときは、次回の教育委員会にこ

れを報告し、その承認を求めなければならない。 
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　　　　　（単位：千円）

当　　　初 現　　計 12月補正額 12月補正後額

886,080,000 902,985,611 29,247,103 932,232,714 98.2%

うち教育委員会関係
予 算 額

175,273,397 175,466,059 2,038,746 177,504,805 104.0%

教 育 委 員 会 関 係
予算額の占める割合

19.8% 19.4% － 19.0% －

　　　　　（単位：千円）

現　　計 構　成　比 12月補正額 12月補正後額 構　成　比

事 務 局 費 2,667,058 1.5% 108,530 2,775,588 1.6%

退職手当・恩給年金 13,283,434 7.6% 0 13,283,434 7.5%

小 学 校 費 57,364,173 32.7% 752,602 58,116,775 32.7%

中 学 校 費 33,733,315 19.3% 340,470 34,073,785 19.2%

高 等 学 校 費 30,727,644 17.5% 433,097 31,160,741 17.5%

特 別 支 援 教 育 費 14,424,183 8.2% 334,004 14,758,187 8.3%

そ の 他 1,021,394 0.6% 33,996 1,055,390 0.6%

計 153,221,201 87.4% 2,002,699 155,223,900 87.4%

学 校 建 設 費
(特別支援学校含む)

7,745,286 4.4% 0 7,745,286 4.4%

そ の 他 377,581 0.2% 0 377,581 0.2%

計 8,122,867 4.6% 0 8,122,867 4.6%

高 等 学 校 管 理 費 2,503,511 1.4% 9,352 2,512,863 1.4%

そ の 他 11,618,480 6.6% 26,695 11,645,175 6.6%

計 14,121,991 8.0% 36,047 14,158,038 8.0%

175,466,059 100.0% 2,038,746 177,504,805 100.0%

令和６年度　12月補正予算額

区　　　　　　　分
令和６年度 前 年 度 12 月

補正後との比較

一 般 会 計 予 算 額

教育費の性質別内訳

区　　　　　　　分

人
　
　
　
　
件
　
　
　
　
費

普
通
建
設
事
業
費

そ
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他
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令和６年度 12 月補正予算の概要 

教育委員会 

 

 

 

［主な補正内容］ 

 今回の補正予算は２，０３８，７４６千円の増額で、 

12 月補正後の予算額は、１７７，５０４，８０５千円となる。 

【歳出】 

 
人件費                       2,002,699 千円 
・教職員及び事務局職員の給与費等 

   人事委員会勧告に伴う給与改定及び実績見込みによる補正 
 

物価高騰に伴う教育費の支援               28,360 千円 
  ・給食費の支援【体育健康課】 

県立学校における学校給食費の物価高騰による増額分を支援 
   

・高校生等奨学給付金の加算【教育財務課】       
物価高騰の影響を踏まえ、非課税世帯等の奨学給付金を加算して支給 

 
物価高騰に伴う農業高校の飼料費の増額            9,352 千円 

  ・農業科実習費【教育財務課】 
県立農業高校における飼料費の物価高騰による増額分を補正 
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